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令和６年度 倉吉市の小学校教育に関する要望書（回答）

倉吉市学校教育のさらなる充実を願って、倉吉市各小学校に共通する要望を以下に取りまとめま

したので、対応についてよろしくお願いします。

１ ハード面の充実について

（１）エアコンの設置について（一部修正）

６月から９月にかけて猛暑が続く中、各教室のエアコン設置により、快適な環境で学校生活が

おくれていることに感謝しています。

しかしながら、家庭科室、図工室等の特別教室については、未設置のところがあります。特別

教室は普通教室と比較して使用頻度は低いものの学習に欠かせない施設であることに加え、家庭

科室については学校が避難所となった場合に炊き出し等で活用されるため、空調整備は市域住民

にとっても必要だと考えます。

ついては、特別教室へのエアコン整備の現状と今後の方針についてお示しいただきたいと思い

ます。

さらに、既存のエアコンについても、設置から相当年数が経過したものについては早めの取替

をお願いします。

【回答】

令和４年度末の小学校のエアコン設置率は、普通教室１００％、特別教室７７％であります。

エアコンの整備については、古いエアコンの更新、新たな特別教室等の整備に伴う設置を行っ

ており、近年の気温上昇の状況を鑑み、学校と調整・協議していく必要があると考えます。

（２）校地内の施設整備について（一部修正）

校地の除草にあたっては、ＰＴＡ作業、児童による美化活動、教職員による勤務時間内外の除

草作業や除草剤の散布作業を行って対処していますが、草の生える範囲が広く、環境整備が追い

付かない状況です。また、ＰＴＡ会費から除草費用を支出している学校もあります。子どもたち

の安全な学習環境と教職員が本来の業務にあたる時間の確保のため、業者による定期的な除草作

業をお願いします。

そのほかエレベーターの設置、校庭の土の順次入替、プライバシーが守られない外トイレや老

朽化したプールの修繕等、学校、保護者、地域住民が安心して施設を活用できるようにしていた

だきたいと思います。

【回答】

校地内の除草につきましては、従来から PTA 、地域住民の皆様に作業していただき誠にありが



とうございます。

今年度から小学校用、中学校用に各１台、軽量草刈り機（ハンマーモア）を配備していますので、

ご活用いただけたらと思います。

作業後の集草運搬や危険を伴うような箇所の作業は、業者委託したいと考えますが、引き続き PT
A作業のご協力もお願いいたします。
・エレベータの設置は、対象児童の有無等を勘案して検討します。

・校庭の土の入替は、昨年度から排水の悪いグラウンドの整備を実施し、土の入替も行っています。

・外トイレの改修は、プライバシーに配慮して改修したいと考えます。

・プールの改修は、多額の費用を要すため、財源確保に努めプールの集約化等検討して計画的に整

備を行いたいと考えます。

（３）通学路の安全対策・学校の防犯対策について（一部修正）

市内小学校は塀で囲まれておらず、どこからでも侵入が可能な状況です。全国的にも不審者や

不審車両が校地内に侵入し事件や事故が起きていることからも、防犯体制を強化する必要があり

ます。学校の防犯対策として、防犯カメラの設置は効果的であり、全小学校への設置と増設をお

願いします。

また、一部の学校ではフェンスの老朽化に伴い、金属が腐食していたり網目が外れたり壊れた

りして非常に危険な状況です。早急に対応をお願いします。

【回答】

通学路の安全対策は、今後も関係機関と連携を図りながら取り組んで参ります。

防犯カメラの設置につきましては、、現在４校に整備しています。今後も犯罪発生の抑止力とし

ても効果が期待されるため、学校の防犯対策として、学校の実態に合わせて整備していきたいと考

えています。

フェンスの改修につきましても部分的に修繕するなど安全対策を行います。

（４）除雪機の設置、除雪予算の増額について（一部修正）

大雪の際、人力では歯が立たない場合に業者による除雪をしていただき、大変助かりました。

今後も除雪費用をつけていただき、業者による通学路及び校地内通路の除雪について特段のご配

慮をお願いします。

【回答】

通学路等の除雪につきましては、毎年ご協力いただき誠にありがとうございます。

充分な程の除雪費用ではありませんが、豪雪時などは必要に応じて外部委託することとしていま

す。

また、今年度は除雪機を保有していないなど要望のあった学校に１台ずつ小型除雪機を配備する

ことにしていますが、各地区コミュニティセンターに市建設課所管の除雪機が配備されていますの

で、自治公民館協議会をはじめ、地域運営組織等と連携して引き続きのご協力をお願いします。

なお、豪雪が予想される場合､予め休業や登校時間を遅らすなどの措置も必要であると考えます。

（５）校舎の増改築・設備改修について（一部修正）

今後の児童数の推移や特別支援学級数の増減などを見越しながら、教室の不足が予想される学

校においては増改築を計画的に進めていただきたいと思います。

また、黒板を使用している教室は、チョークの粉末の始末に時間と労力がかかる上、授業でタ



ブレットを利用する際に、チョークを触った手で操作をすると、タブレット画面が汚れたりチョ

ークの粉末が隙間に入ったりして故障に繋がる可能性もあります。衛生面と使いやすさを考慮し、

ホワイトボードの設置を強く要望します。

さらに、煙突式ストーブの配置されている学校については故障が多いだけでなく、安全面での

心配や日々の燃料補充による教職員の負担増を考慮し、ファンヒーター等への移行をお願いしま

す。

【回答】

特別支援学級数の増加等、新たに教室整備の必要性が生じた場合は、既存の空き教室を改修する

など対応しているところです。今後も実情に応じ整備を行って参ります。

黒板からホワイトボードへの改修についても計画的に順次、切り替えを行いたいと考えます。

また、教室の暖房は普通教室にはエアコンが整備されていますので、エアコンでの対応が可能で

すが、学校へは電気代が高騰しないよう集中管理やストーブとの併用等の節電対策をお願いしてい

ます。

２ ソフト面の充実について

（１）教職員の増員について（一部修正）

児童の教育活動の充実と教職員の負担軽減のため、経験のある教職員、学習支援員、常勤のＩ

ＣＴ支援員を配置・増員していただきますようお願いします。

また、教員の働き方改革が進められている中で、教員の負担や共働きの家庭が多いことを考え

ると、ＰＴＡの活動を見直していくことも必要だと考えています。ＰＴＡが担ってきた環境整備

等のうち、外部委託できるものを検討していただきたいと思います。

【回答】

経験のある教職員、学習支援員の配置と増員に向け、鳥取県教育委員会へ要望してまいります。

また、学習支援員やＩＣＴ支援員については、市職員の配置についても検討し、予算要求を行い

たいと思います。

学校の環境整備について、ＰＴＡにご協力いただいてきたことに感謝しております。今後、外

部委託できるものについて検討し、ＰＴＡの負担軽減につながるよう努力してまいります。

（２）学校徴収金システムの導入について（一部修正）

現在、学校には児童が現金を持参し、教職員が集金業務を行っています。校内での現金の取扱

いには、紛失や盗難等事故が起こるリスクがつきまとい、保護者・教職員ともに不安を感じてい

ます。既に県内の他市町では、学校徴収金システムの導入による口座引き落としシステムへと移

行したところがいくつもある状況です。

ついては、市立小・中学校において、同一学校徴収金システムを導入し、教職員が現金を取り

扱うことがない、口座引き落としによる業務を可能とする体制づくりをお願いします。

【回答】

学校徴収金システムの導入については、各学校事務職員と連携を図りながらシステムの検討を

行ってきました。次年度の導入に向け、予算要求を行ってまいります。

（３）家庭でのタブレット使用について（新規）

この度各家庭でのタブレット学習のため、各学校の状況に応じてタブレット持ち帰りが始まり

ました。持ち帰りに先立ち、倉吉市ではWi-Fi環境の調査アンケートが実施されましたが、調査



結果を踏まえ、今後どのようにタブレットの活用を進めていくのか見解をお示しいただきたいと

思います。

また、このことに伴い、通常使用時の故障・破損等により弁償費用が発生することが心配され

ます。持ち帰り時にも対応した保険適用を検討いただきたいと思います。

【回答】

令和３年度のWi-Fi環境調査時点では、環境整備済みの家庭が９割ありました。令和４年度に
は未整備の家庭に補助金交付を行い、Wi-Fi環境の拡充を図りました。今後のタブレット活用につ
いては、導入済みのデジタル学習教材「すらら」を宿題や自主学習として家庭学習の充実に努め

たいと考えます。また、タブレットの画像・動画撮影機能を用いて、授業で学んだことが実生活

で活かされている場面を撮影するなど、学びと実生活を結びつける発展的な学習も一層進めたい

と考えます。合わせて、情報モラル教育にも継続して取り組みます。

故障・破損等については、故障に至った経緯を確認し、故意の場合を除いて教育委員会が費用

弁償を行っております。なお、令和 3年度のタブレット導入時に保険を適用しておりましたが、
実際の修理費よりも保険代が高額となったため、保険適用ではなく実費での修理としております

のでご理解ください。

（４）各種大会等のバスの借り上げ料、スクールバスの運行について（継続）

児童体育祭、連合音楽会などに参加する際のバス借り上げ料について、引き続き補助をしてい

ただきますようお願いします。

【回答】

各種大会参加のためのバス借り上げ料とスクールバスの活用については、今後も保護者負担と

ならないよう、補助金要綱の見直しや予算要求に努めてまいります。


